
 
 新規の営業許可 
 
 
 オンライン申請の方法 
 

ログインします  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

営業許可の申請をクリック 



 
 許可をとる施設を選びます 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ①初めて許可・届出を申請する時 → 新規営業施設 
 
 ②すでに別の許可・届出を申請している施設で 
 
 追加で許可を申請する時 → 該当する施設名を選択 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

お店の情報を入力します 

確認のため、ご連絡することが 

ありますので、入力をお願いします。 

お店の名前 

郵便番号で住所検索ができます 

番地も忘れずに入力を 

キッチンカーの場合は車のナンバーを入力してください 

例）静岡 000 あ 00-00 



 
提供する食品について入力します 

 

選択 をクリックすると、別の画面が開きます。 

 検索ワードを入力 
 

例）調理食品、焼肉、スパゲッティ、アイス、からあげなど…  
見つからなければ一番近い食品を選択してください。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 選択 をクリック 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

自由に入力できます 



 
 

お店の情報を入力します  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

飲食店の場合に入力 

例）露店、自動車、 

和食店、居酒屋、イタリアンなど 

これにあてはまりますか？ 

食品衛生法又は同法に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、 
(1) 

又は執行を受けることがなくなった日から起算して 3年を経過していないこと。 

食品衛生法第 59 条から第 61 条までの規定により許可を取り消され、 
(2) 

その取消しの日から起算して 2 年を経過していないこと。 

法人であつて、その業務を行う役員のうちに 
(3) 

(1)(2)のいずれかに該当する者があるもの。 

 
 
 あとで図面データを添付します 
 
 （のちほど説明します） 
 
 
 
 

井水の場合は、 「飲用に適する水」  
 

を選択  
 
 
 
 

井水の場合は、あとで水質検査の結果をデータで  
 

添付します（のちほど説明します） 



  
 
 申請する業種を選択します 

 
 
 
 
 
 
 
 

＋ をクリック 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

申請する業種を選択してください 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

説明をよく読み、正しい業種を設定してください。 



 
 食品衛生責任者を入力します 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

食品衛生責任者になる方（予定の方） 

・調理師、栄養士などの免許がある方は当

てはまる資格を選択 

・養成講習会受講者は⑩を選択 

＊これから講習会を受ける方も⑩ 
講習会受講者の場合 

① 講習会を受けた団体、講習会名 

② 受講年月日 

を入力してください。 
 
 
 
 
 

お店の情報を入力します  
 
 
  
 
 

新規で許可をとる場合は、 

入力不要です。 

 
 
 
 
 
 

当てはまる場合はチェックしてください。 

＊一般的な施設は該当しません。 

・ 簡易飲食店営業…コンビニなど 

 ・ 生食用食肉の加工…牛刺しなどを加工する施設 ※厳しい基準あり 

・ ふぐの処理…特別な基準があります 



 
 

基準に合っているか確認します 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 全業種に共通する基準（約 30 個）と、業種ごとに決められた基準があります。 

全ての質問に YES／NO／不適用を選択してください。 

画面をスクロールすると全ての質問に回答できます。 



 
 

情報公開範囲を選びます 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

情報公開範囲を選択してください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

必要なデータを添付します 

 

必要なファイルをアップロードしてください。 

・ 図面（必須） 

・ 水質検査の成績書（井水の場合） など 

  ＊写真でも可能ですが、データ許容量が小さいため、モノクロの PDF ファイルをおすすめします。 



 
 申請内容を確認します 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

全ての入力が終わったら、 

確認    をクリック 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

申請内容に誤りがないか確認し、 

登録    をクリック 

 
 

以上で、許可の申請は完了です。 

保健所が申請内容を確認します。 

内容確認のため、お電話する場合があります。 

受理完了までお待ちください。 

富士保健所 衛生薬務課 


